
　   厚生労働大臣が定める掲示事項

１．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療
　 機関です。

2．入院基本料について

当院は、急性期一般入院料５の届出を行っています。
当病棟では、１日に２０人以上の看護師と、５人以上の看護補助者を配置しています。
なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

・　　8：３０～17：００　まで看護職員１人あたりの受持数は１０人以内です
・　16：３０～　１：００　まで看護職員１人あたりの受持数は１０人以内です
・　　０：３０～　９：００　まで看護職員１人あたりの受持数は１０人以内です

３．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制等について

　当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、診療計画を策定し、入院後
７日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止策、
医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意志決定支援、身体拘束最小化の基準を満た
しております。

4.明細書発行体制について

　当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の
際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負
担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
　明細書には、使用した薬剤の名称、行われた検査の名称が記載されておりますので、その
点、ご理解いただき，ご家族の方等が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含
めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

５．意志決定支援について

　当院では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン」等の内容を踏まえ、適切な意志決定支援に関する指針を定めております。

６．身体的拘束最小化の取り組みについて

　当院では、他職種による身体的拘束最小化チームを設置し、緊急やむをえない場合を除き
身体的拘束を行わない取り組みを行っております。
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７．施設基準等の届出事項について

　当院は、関東信越厚生局長に以下の届出を行っています。

1) 開放型病院
　　　　当院は開放型病院として病床及び各種設備等を地域の医師に開放いたしております。

２）　入院時食事療養費
　　　　入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時
　　　　（夕食については午後６時以降）に適温で提供しています。

３）　基本診療料に係る届出
一般病棟入院基本料　　急性期一般入院料５
臨床研修病院入院診療加算（協力型）
救急医療加算１・２
診療録管理体制加算３
急性期看護補助体制加算２（２５対１）夜間１００対１
夜間看護体制加算
乳幼児加算・幼児加算
地域加算６（６級地）
特定感染症患者療養環境特別加算
特定感染症入院医療管理加算
重症者等療養環境特別加算
医療安全対策加算２　医療安全対策地域連携加算２
感染対策向上加算３
連携強化加算
サーベイランス強化加算
病棟薬剤業務実施加算１
データ提出加算１　ロ
認知症ケア加算３
せん妄ハイリスク患者ケア加算
入退院支援加算２　イ

４）　特掲診療料に係る届出
夜間休日救急搬送医学管理料 無菌製剤処理料
救急搬送看護体制加算 脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）
外来リハビリテーション診療料 運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）
がん性疼痛緩和指導管理料 呼吸器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）
開放型病院共同指導料（Ⅱ） ペースメーカー交換術
生活習慣病管理料Ⅱ 胃ろう造設術
二次性骨折予防継続管理料 胃ろう造設時嚥下機能評価加算
がん治療連携指導料 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
薬剤管理指導料 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
時間内歩行試験 　　　注２に規定する遠隔ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ加算
ヘッドアップティルト試験 看護職員処遇改善評価料
画像診断管理加算1・２ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ
ＣＴ撮影（64列以上のﾏﾙﾁｽﾗｲｽＣＴ） 入院ベースアップ評価料
ＭＲＩ撮影(1.5ﾃｽﾗ以上3ﾃｽﾗ未満)
大腸ＣＴ撮影加算
冠動脈ＣＴ撮影加算



８．保険外負担に関する事項について

　当院では、個別使用料、証明書・診断書等について、その利用日数に応じた実費の
ご負担をお願いしております。

１）特別療養環境室の提供
病棟 種類

個室

２人部屋

個室

特別室 311

個室

特別室 414

２）各種証明書等に係る費用

普通診断書

交通事故診断書

生命保険関係診断書

死亡診断書

簡易証明書

身体障害者手帳交付申請診断書

後遺障害診断書

入所用診断書（老人ﾎｰﾑ等）

※　その他詳細は総合受付窓口にてご案内します

３）予防接種に係る費用

１回目 ４，０００円

２回目以降 １，８００円

１回目 １２，８００円

２回目以降 １０，５５０円

１回目 ４，０００円

２回目以降３，０００円

新型コロナウイルスワクチン

１回目 ６，７００円 １回目 ５，９００円

２回目以降４，３００円 ２回目以降３，６００円

※　予約制となります。その他についてはお問い合わせください。

４，０００円

15，300円

Ｂ型肝炎ワクチン

水痘ワクチン

麻疹・風疹混合ワクチン

ロタウイルス（５価）

肺炎球菌ワクチン

ツベルクリン反応

ＢＣＧワクチン

日本脳炎ワクチン

破傷風トキソイド

狂犬病ワクチン

インフルエンザワクチン

９，９００円

８，０００円

３種混合

４種混合

５種混合

耳下腺炎ワクチン

麻疹ワクチン

風疹ワクチン

７，２００円

６，８００円

９，１００円

９，８００円

８，５５０円

４，５００円

９，１００円

９，８００円

１０，６００円

９，９００円

１２，４００円

６，１００円

１１，５００円

２０，５００円

７，６００円

７，５００円

７，５００円

11，000円

16，500円

使用料（消費税込）

種類
料金（消費税込）

小児 大人

病室番号

6，600円

3，300円

種類 文書料（消費税込）

２階

３階

４階

11，000円

5，500円

11，000円

16，500円

11，000円

3，300円

6，600円

11，000円

6，600円

1，100円

　２０３　　２０４　　２０５　　２１０

　３０１　　３０９　　３１０

　４１０　　４１１　　４１２　　４１３

211



4)日常生活上のサービスに係る費用

テープ止めタイプ　Ｓ～Ｌ

尿取りパット　各種

はくパンツ　スリム　Ｍ～ＬＬ

はくパンツ　　Ｍ～ＬＬ

フラットＮＥＷシート

防水シート

ウェットタオル（おしり拭き）

帯式

ソフベル式

大～小

（１枚につき）

預かり金前払い制（１本につき）

５）治療中の疾病、または負傷に対するものではないものに係る費用
ニコチネルＴＴＳ

バイアグラ　　等

6)入院期間が１８０日を超える患者様に関する費用
　健康保険法の定めるところにより、入院期間が通算して１８０日を超える患者様
については、選定療養として入院基本料の一部（２，１００円／日）を健康保険の
自己負担金のほかに負担していただくになります。
　ただし、厚生労働大臣が定める状態にある場合はこの限りではありません。

７）その他に係る費用
１枚につき ２０円

フィルムサイズ各種

ＣＤ－Ｒ　（個人希望用） １，１００円

ＣＤ－Ｒ　（保険会社用） ２，２００円

１ｋｍ ２０円

９．厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について

医科点数表第２章１０節手術の通則５及び通則６に掲げる手術

１．　区分１に分類される手術 　　　眼窩内腫瘍摘出術 1 件
２．　区分２に分類される手術 　　　靱帯断裂形成手術等 0 件
３．　区分３に分類される手術 　　　内反足手術等 0 件
４．　区分４に分類される手術 　　　腹腔鏡下手術等 41 件

　　　胸腔鏡下手術等 1 件
その他の区分に分類される手術 　　　人工関節置換術 33 件

　　　ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及び 0 件
　　　ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術

３３０～７７０円

カルテ開示に伴うコピー代

画像情報のコピー代

在宅医療に係る交通費

（令和６年１月～１２月実績）

（自費）
８５０円

Ｔ字帯代

三角巾代

病衣貸与代（寝巻き）

松葉杖の貸出料金

院外処方せん料

３３０～２９８円

１１０円

３,０００円

３９７円

品　　名

２７６円

４１９円

１,０４６円

２,４２０円

１８４～２３５円

４１～１１２円

２２３～２７５円

２３４～２８９円

９６円

おむつ代

腹帯代

金額（消費税込）



10.医療情報取得加算について

　当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。
当該保険医療機関を受診した患者さまに対し受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要
な情報を取得・活用して診療を行います。

１１．医療DX推進体制整備加算について

　医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診
療を実施しています。
　マイナ保険証を促進し、医療DXを通じ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
　電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの利用ができるよう整備をしてい
ます。

１２．一般名処方加算について

　一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬
品が提供しやすいように一般名(成分名）により処方をおこなっています。

１３．後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養

　令和６年１０月1日より長期収載品（先発医薬品）について医療上の必要性があると認められ
ない場合に患者の希望を踏まえ処方した場合は薬剤費の一部を選定療養費としてご負担し
ていただきます。
　だたし、医師が医療上必要であると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が
困難な場合は、選定療養の対象外となります。
　　　※長期収載品　：　後発医薬品がある先発医薬品のうち初めて薬価基準に収載されて
　　　　　　　　　　　　　　　から５年以上経過したもの、または５年経過してないもののうち後
　　　　　　　　　　　　　　　発医薬品置換率が50％以上のもの。

１４．長期処方箋等について

　当院では患者様の状態に応じ、２８日以上の長期処方やリフィル処方箋の発行を行っていま
す。担当医師の判断となりますので医師にご相談ください。

１５．その他

◇医療安全の取り組み
　　　当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連
　　　携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。

◇院内感染対策の取り組み
　　　当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適性使用、職員の
　　　感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員研修を実施しています。

◇敷地内全面禁煙について
　　　健康法第２５条の定めにより、受動喫煙防止のため屋内外を問わす敷地内での喫煙を禁
　　　止しております。

◇個人情報の保護について
　　　当院は、患者様の個人情報の保護に積極的に取り組んでいます。
　　　ご質問、ご相談は窓口にてお問い合わせください。


